
ベースアップ評価料の算定について

●当院では、「ベースアップ評価料」を算定しています。

  これは、物価高騰や賃上げが進む中で、良質な医療サービスを提供し、患者様に

  安心して診療を受けていただく環境を整えるため、医療従事者の賃上げを行い人

  材確保に努める、診療報酬改定で新設された取り組みです。

  ベースアップ評価料による診療費の上乗せ分は、当院では、医師以外の医療従事

  者の賃上げに充てられます。


